いしかわ子育て支援施設大型遊具設置費補助金交付要綱
（目的）

第１条　県は、平成２３年度において、地域における子育て力を育み、きめ細やかな子育て支援活動を促進するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、石川県補助金交付規則（昭和３４年石川県規則第２９号。以下「規則」という。）及びこの要綱に定めるところによる。
（補助金交付対象者）

第２条　補助金交付対象者は、社会福祉法人又は学校法人が設置する石川県内の保育所又は幼稚園の設置者（以下「補助事業者」という。）とする。

（補助対象事業、補助率及び費目）

第３条　補助事業者は、地域交流を図り、地域における子育て支援活動を促進するための大型遊具を活用した創意工夫ある事業を実施するものとする。
２　補助金の補助率は、対象経費の５分の４とする。
３　補助対象経費は、大型遊具の設置に必要な工事請負費及び備品購入費とする。
　
（補助金の交付額）

第４条　補助金の交付額は、２４０万円を上限とする。

２　補助金の交付額は、前項の金額又は実支出額のいずれか低い額とし、積算した金額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。また、算定された補助金の交付額が６０万円に満たない場合には交付の決定を行わないものとする。
（補助金の交付申請）

第５条　規則第４条の規定による補助金交付申請書は、別記様式第１号によるものとする。

２　前項の規定による補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

　（１）事業計画書（別記様式第２号１，２）

　（２）収支予算書

　（３）その他知事が必要と認める書類
３　補助金交付申請書の提出期限は、知事が別に定めるとおりとする。

（決定の通知）

第６条　規則第５条の規定による補助金の交付の決定通知は、補助金交付決定通知書により行うものとする。

（補助事業の内容等の変更）

第７条　規則第６条第１項にある軽微な変更とは、次に掲げる以外の変更とする。

　（１）補助金額の増減を伴う変更
　（２）対象となる事業の２０％を超える増減

　（３）補助事業の中止又は廃止

２　規則第６条第１項の規定による補助金の変更等の承認申請は、別記様式第３号によるものとし、当該申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
　（１）事業変更計画書（別記様式第４号１，２）

　（２）変更収支予算書

　（３）その他知事が必要と認める書類
（実績報告）

第８条　規則第１３条の規定による補助事業実績報告書は、別記様式第５号によるものとする。

２　前項の規定による補助事業実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

（１）実績報告書（別記様式第６号１，２）
（２）収支精算書

（３）その他知事が必要と認める書類
３　補助事業者は、実績報告書を、補助事業が完了した日から３０日以内又は平成２４年３月３１日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。

（補助金の額の確定）

第９条　規則第１４条の規定による補助金の額の確定通知は、補助金額の確定通知書により行うものとする。

（補助金の請求）

第１０条　補助事業者は、前条の規定に基づく補助金の額の確定通知を受けたときは、請求書（別記様式第７号）を確定通知を受けた日から１０日以内に知事に提出するものとする。

（補助金の支払）

第１１条　知事は、前条の規定に基づく請求書を受理したときは、その日から３０日以内に、請求に係る補助金を支払わなければならない。

（補助金の返還等）

第１２条　知事は、当該事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

　（１）規則及びこの交付要綱の規定に違反したとき。
　（２）補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。

　（３）その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
（関係書類の整備）

第１３条　事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他関係書類を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して、５年間保管しなければならない。

（報告及び検査等）

第１４条　知事は、必要があると認めるときは、事業者に対して事業の報告を求め、又は関係職員に命じ、前条の帳簿その他関係書類もしくは事業の執行状況等を検査させることができる。

（雑則）

第１５条　この要綱に定めのない事項については、別に定める。

　　　　附　則

　　この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。






